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平成２７年４月２２日 

各   位 

会 社 名  サンフロンティア不動産株式会社 

代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長  堀 口 智 顕 

（ コード番号： ８９３４  東証第一部 ） 

問 合 せ 先  執行役員  管理本部長  山 田 康 志 

 ＴＥＬ：０３－５５２１－１５５１  

 

内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 27 年４月22日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」につい

て、下記のとおり一部改定することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

これは、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を改

正する省令」（平成27年法務省令第６号）が平成27年５月１日に施行されることを踏まえ改定するもので

あります。 

 

記 

 

内部統制システム構築の基本方針 

１． 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

全ての取締役及び従業員が公正で高い倫理観のもと、常に法令遵守の精神を具現化し、業務を執行する

ことが企業としての社会的な責務であると認識し、内部管理体制の強化、コンプライアンス意識の啓発等

を図り、将来にわたって継続的に社会から信頼される経営体制の確立に努める。 

具体的には、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置して、全部署及びグループ会社に至るまで例外な

き内部監査を定期的に実施する。内部監査においては業務実施状況・体制を把握するとともに、すべての

業務が法令・定款及び社内諸規程に準拠して適正に行われているか、及び会社の制度・組織・諸規程が適

正・妥当であるかについて公正に調査・検証し、監査結果を代表取締役社長に報告する。また、法令違

反・不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄プロセスの機動性の向上、風評リスクのコントロー

ル、並びに社会的信頼の確保のために「企業倫理ヘルプライン」を設け、複数の窓口を設置、通報者の保

護を徹底した内部通報制度を確立する。更には、コンプライアンス意識の向上を図るため、法務部を設置

し、各種研修・教育を実施する。 

当社及びグループ会社は、反社会的勢力とは一切関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした態

度で対応する。 

２． 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて

決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書取扱規程」等に基づき、

定められた期間保存し、取締役及び監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。その上で管理本部

長を情報の保存及び管理を監督する責任者とする。 

３． 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

企業価値の向上・持続的発展を脅かすあらゆるリスクに対応すべく、リスク管理マニュアル等の作成や、
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万が一不測の事態が発生した場合には代表取締役社長を本部長とする対策本部（顧問弁護士等の外部専門

家チームの編成を含む）を設置するなど、組織的な危機管理体制の構築に努める。 

４． 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

会社全体の企業ビジョンを確立・実践する指標として、中期経営方針及び単年度の経営計画を策定し、

取締役会はその経営方針及び経営計画を実現するため取締役の執行権限と担当業務を明確にし、職務執行

の効率性を高める。また、代表取締役社長及びその他の業務執行を担当する取締役に業務執行の決定を委

任された事項については、グループ会社を含めて「組織規程」又は「関係会社管理規程」等に基づき必要

な決定を行う。これらの規程についても法令の改廃を踏まえ、また職務執行の効率化を目的として、適宜

適切に見直すこととする。 

５． 当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、グループ会社の適正な業務執行を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、経営企画部が

グループ会社の管理を所管することとし、グループ会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期

的な報告を受けるとともに、グループ会社の経営上重要な事項については当社との間で事前協議又は事前

承認を要することとする。グループ会社の経営計画についても当社管理のもと策定され、事業期間中も当

社より適時適切な助言、指導を行うことにより、グループ会社の業務の効率化を図る。また、当社及びグ

ループ会社は、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、各部署にリスク管理責任者を

配置する。発生するおそれのある経営上、事業上のリスクを発見した場合は、リスク管理委員会に報告さ

れ、リスク情報の分析並びに対応策を検討し、当社及びグループ会社の損害を未然に防止し、又は発生時

の被害を最小限に抑える。グループ会社で発生し、又は発生するおそれのある法令違反又は不正行為につ

いては「企業倫理ヘルプラインに関する規程」で定められた各社内通報窓口又は社外監査役に通報される

制度を構築し、これらの早期発見及び早期解決に努める。 

内部監査室は、グループ会社の業務全般にわたる制度・組織・諸規程の有効性と妥当性を確保すべく、

全てのグループ会社に対し内部監査を実施し、その結果を当社代表取締役社長等所定の機関に報告するこ

ととする。 

代表取締役社長は、当社及びグループ会社の財務報告の信頼性を高め、企業価値を向上させるため、公

正妥当な会計基準に準拠した財務諸表の作成及び報告を行うこととする。 

６． 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事

項 

監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合に、監査役付として従業員を配置するこ

ととする。監査役付は会計又は法律等の知見を十分に有する者から指名し、監査役の指示に従い職務を行

うものとする。また、監査役会を設置した場合には当該監査役会の事務局も兼務することとする。 

７． 前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項 

前項の監査役付の独立性を確保するため、当該従業員の人事異動及び人事考課については、事前に監査

役へ報告をし、同意を得ることとする。 

８． 監査役の第６項の従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項 

第６項の監査役付は、監査役に同行して、取締役会その他の重要な会議に出席する機会を確保される。

また、監査役に同行して、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場に参加する。監査役

からの指示については、取締役及びその他の従業員は、監査役付の業務が円滑に行われるよう、監査環境

の整備に協力する。 

９． 当社及びグループ会社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への

報告に関する体制 

全ての取締役及び部署長は、監査役が出席する取締役会その他の会議において随時その担当する業務の

執行状況の報告を行うこととする。また、監査役が求めたときは、社内のあらゆる会議に出席を認めるも

のとする。当社及びグループ会社の全ての取締役及び従業員は、会社の信用・業績等に重大な影響を与え
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る事項、若しくはそのおそれのある事項、又は企業ビジョン・企業行動規程等に対する重大な違反等を発

見次第、直ちに監査役に対し報告を行うこととする。 

当社及びグループ会社の取締役及び従業員は、いつでも「企業倫理ヘルプラインに関する規程」に定め

る当社内部通報窓口に通報することができ、これに加え任意に、社外監査役に対し通報することができる。

当社コンプライアンス部門は、取締役及び従業員に対する教育、研修の機会を通じて、通報窓口の周知及

び積極的な通報を促す。 

「企業倫理ヘルプラインに関する規程」において、当社及びグループ会社の取締役及び従業員が内部通

報窓口への通報により、人事評価において不利な取扱いを受けることがなく、また懲戒その他の不利益処

分の対象となることがないことを明示的に定めるほか、監査役に対して報告したことを理由に不利益処分

の対象とならないことを周知する。 

１０． 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務

の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる

場合を除き、速やかにこれに応じる。 

１１． その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

代表取締役社長は相互の意思疎通を図るため、監査役と定期的な会合を持つこととする。また、内部監

査室は「内部監査規程」及び「内部監査実施要領」に基づき、監査役監査及び外部監査人監査が効率的か

つ実効的に遂行されるべく、連絡・調整を密にし、協力することとする。 

 

以 上  


